
- 1 -

第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社は、貸付人である株式会社第四北越銀行が、

借入人であるシモダ産業株式会社に実施するSDGs リンク・ファイナンスについて、「サステナビ

リティ・リンク・ローン原則」1および「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラ

イン」2の「サステナビリティ・リンク・ローンに期待される事項」に整合していることを確認した。以

下にその評価結果を報告する。 

（1）事業概要 

 シモダ産業株式会社（以下、同社）は、鋳材部が行っている RCS（レジンコーテッドサンド）3

の製造・販売や再生砂の製造・販売等、および環境部が行っている産業廃棄物の処理や収

集・運搬を主要な事業として行っている。 

 鋳造部では顧客の多様なニーズに合わせて、RCS（レジンコーテッドサンド）や鋳型（中子
なか ご

・

主型
おもがた

）の製造を行っている。自動車用部品、建設機械用部品など幅広い用途に応じた RCS

を取り揃えており、約 100 種類のラインナップがある。また、自社製の RCS を利用して中

子・主型の造型を行うとともに、自社の造型技術を活用して、より顧客のニーズに合った

RCSの製造へ活かしている。 

 顧客の鋳造工程で使用された鋳型を鋳物廃
いものはい

砂
ずな

として回収し、同社の焙焼炉を利用して再生

砂へとリサイクルし、RCSの製造に再利用している。同社の焙焼炉は高い再生率を実現して

おり、加えて特殊砂の単独再生の対応も可能である。このように同社では鋳物廃砂を再生し

てRCS工程や造型工程へ利用する循環型生産フローを実現している。 

1
ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)、ローン・シンジケーショ

ン＆トレーディング・アソシエーション(LSTA)が策定 
2 環境省が策定 
3砂の表面にフェノール樹脂をコーティングした製品で、いろいろな鋳物製品を製造する砂型の材料 
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【RCS製造フロー・再生砂製造フロー】 

資料：シモダ産業のWebsite  https://shimoda-sangyou.co.jp/pg206.html

 環境部では幅広い産業廃棄物の処理を行えるストーカ式焼却炉を設置している。24 時間

焼却を行うことで安定的な燃焼を実現し、昇温・降温に係る燃料も削減できる施設となって

いる。同社では特に、処分が難しいと言われる医療系廃棄物（感染性産業廃棄物）の処理

に力を入れている。医療系廃棄物を搬入後に直接焼却炉に投入する装置を備えており、安

全・清潔に処理することが可能である。 

【同社が設置している施設例】 

資料：シモダ産業のWebsite  https://shimoda-sangyou.co.jp/pg318.html 
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（２）経営理念 

同社では以下の経営理念および品質方針を掲げ、一般に公表している。 

品質方針で述べられている「品質の作り込み」、「品質目標の達成」、「マネジメントサイクル

（PDCA）」を実践することで、顧客満足の向上を目指すことに加え、「変革」、「創造」、「共存」を

基に社会の変化に対応し、環境に優しく、安全を重視した企業になることを目指している。 

【同社の経営理念・品質方針】 

資料：シモダ産業のWebsite https://shimoda-sangyou.co.jp/pg212.html

（３）SDGs達成に向けた取り組み 

同社は以下の環境理念および環境方針を策定し、一般に公表している。また、以下に掲載する

SDGｓの取り組みを実践している。 

環境方針に記載されている各項目の内容を実践し、SDGｓの取り組みをさらに進めていくこと

で、環境理念で掲げている「環境負荷の継続低減に努め、持続的に発展できる経済社会の実現

に寄与する」ことを実現するとともに、経営理念で掲げている「社会の変化に対応した環境に優

しく、安全を重視した企業」になることを目指している。 
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【同社の環境理念・環境方針】 

資料：シモダ産業のWebsite https://shimoda-sangyou.co.jp/pg212.html

【同社のSDGｓの取り組み】 

資料：シモダ産業提供
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同社の環境方針に基づく具体的な活動として、前述した再生砂の製造を挙げることができる。

また、その他の活動として産業廃棄物処理後の焼却灰のリサイクルの取り組みにも着手している。 

焼却灰は最終処分場で埋め立て処分されるのが一般的であるが、同社は、焼却灰をロータリ

ーキルン式焼成炉により 1000℃以上で焼成し、無害化した人工砂を排出する焼成試験施設を

備えている。排出された人工砂は建設資材等への再利用が期待されており、製品化へ向けた研

究開発を進めている。この事業は、焼却灰の最終処分場への廃棄を抑制することで処理コスト

が抑えられること、および最終処分場の建設の削減や延命に寄与し、自然環境の負荷を減らす

ことができる点で大きなメリットがある。このように同社は焼却施設・焼成試験施設を通じて、循

環型社会に貢献していく方針である。 

【焼成試験施設】 

資料：シモダ産業のWebsite  https://shimoda-sangyou.co.jp/pg319.html 

評価対象の「KPI の選定」は以下の観点から、サステナビリティ・リンク・ローン原則等に整合

している。 

(1)KPIの概要 

KPI（重要業績評価指標）は、同社が処理を行う「廃棄物の再資源化率」である。 

同社では収集した廃棄物の再資源化に積極的に取り組むことで、最終処分される廃棄物の

量を削減し、循環型社会の形成に貢献する方針である。 

(2)KPIの重要性 

①サステナビリティ方針 

2000 年 6 月に循環型社会形成推進基本法が公布された。法の目的は、廃棄物の発生を抑

２． KPIの選定 



- 6 -

制し、循環資源はできる限り 3R(リデュース、リユース、リサイクル)を実施することで資源を循環

させる仕組みを作り、環境への負荷を最小限に抑えた社会を目指すことである。また、循環型社

会形成推進基本法に基づき、政府は循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため循環型社会形成推進基本計画を順次見直しており、2024年8月2日に第5次

循環型社会形成推進基本計画を決定した。本計画では、廃棄される製品や原材料などの資源を

有効活用し、成長の好循環を生む「循環経済（サーキュラーエコノミー）」への移行を目指す方

針が初めて明記され、「国家戦略として関係者が一丸となって取り組むべき重要な政策課題」と

強調されている。 

KPI として定めた「廃棄物の再資源化率」を引き上げていくことは、SDGｓ17 の目標のうち、

具体的には「12.つくる責任つかう責任」のターゲット「12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防

止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。」の達成に貢献するこ

とが期待される。 

KPI は同社の取締役会で、その達成状況を定期的に確認・協議するなど、経営陣が適切に管

理していく方針にある。 

【SDGsの目標】 

SDGsの目標 ターゲット 

12.5  2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用

により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 

資料：環境省「すべての企業が持続的に発展するために－持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド－資料編［第２版］」 
国連広報センターのウェブサイト https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development 
/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 

②KPIの有意義性 

前述のとおり、2024 年 8 月に第 5 次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定された。本

計画では、廃棄される製品や原材料などの資源を有効活用し、成長の好循環を生む「循環経済

（サーキュラーエコノミー）」への移行を目指す方針が初めて明記され、「国家戦略として関係者

が一丸となって取り組むべき重要な政策課題」と強調されている。同社が取り組もうとしている

廃棄物の再資源化率の引き上げは、政府が掲げる方針と方向性が一致しており、有意義なもの

となっている。 

また、同社が廃棄物の再資源化率の引き上げを目指していくことは、経営理念として掲げてい

る「社会の変化に対応した環境に優しく、安全を重視した企業を目指します」および環境理念で

掲げている「当社の各事業分野の活動において、環境負荷の継続的低減に努め、持続的に発展

できる経済社会の実現に寄与する」の実現に貢献するものであり、有意義なものである。 
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評価対象の「SPTs の設定」は以下の観点から、サステナビリティ・リンク・ローン原則等に整

合している。 

(1)SPTsの内容 

同社はKPIである同社が処理を行う「廃棄物の再資源化率」の決算期ごとの目標値をSPTs

に設定した。達成目標は決算期ごとに設定されており、毎決算期の達成状況をみて判定する。 

なお、同社は第四北越銀行の協力を得て、SPTsを設定している。 

【廃棄物の再資源化率の目標値（SPTs）（白抜きの数値）】 

決算期 廃棄物の再資源化率 

2024年5月期（実績） 1.6% 

2025年5月期 5.0% 

2026年5月期 10.0% 

2027年5月期 15.0% 

2028年5月期 25.0% 

2029年5月期 35.0% 

2030年5月期 45.0% 

2031年5月期 46.0% 

(2)SPTsの野心性 

①同業他社等との比較 

第5次循環型社会形成推進基本計画では循環型社会の全体像に関する指標（物質フロー指

標）が数種類策定されている。その中の一つに、廃棄物処理における循環利用への仕向量の拡

大の進展を測る指標として「出口側の循環利用率（＝循環利用量／廃棄物等発生量）」が定め

られており、2030年度の目標値は44％となっている。 

同社の2024年5月期における廃棄物の資源化率は1.6%であるが、今後順次引き上げて

いくことを目指しており、2030 年 5 月期に 45.0%、2031 年 5 月期に 46.0%を達成する目

標を掲げている。この数値は、第 5 次循環型社会形成推進基本計画の中で定められている「出

口側の循環利用率」の 2030 年度の目標値である 44％を上回るものであり、同社が掲げる

SPTｓは野心的なものと判断できる。 

３．SPTsの設定 
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【出口側の循環利用率】 

資料：環境省「第5次循環型社会形成推進基本計画～循環経済を国家戦略に～概要」を参考に当社作成

②達成方法と不確実性要因 

同社では、破砕機の導入を 2025 年中に予定しており、この設備の導入により廃棄物の分別

が進み、再生利用率が高まる見込みである。また収集した廃棄物を破砕することにより焼却性能

が向上するため、燃え殻が減少する結果、最終処分量も減少する見込みとなっている。 

一方、同社の廃棄物の引き受けが今後増加する可能性がある中、同業他社が行っている再資

源化の方法を調査・研究するなど、今後も先を見据えた迅速な意思決定を重視しながら、不確実

な要因に対して対処していく方針である。 

（3）KPI・SPTsの適切性 

KPI と SPTs の適切性については、第三者機関である第四北越リサーチ＆コンサルティング

からセカンドオピニオンを取得している。 
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評価対象の「ローンの特性」は以下の観点から、サステナビリティ・リンク・ローン原則等に整

合している。 

同社は第四北越銀行との間で協議の上、借入条件を決めている。同社は SPTs の達成状況

について、報告期限までに第四北越銀行に対し書面にて報告し、目標数値を達成したことが確

認できれば、借入期間中に適用される金利が引き下げられることとなっている。 

したがって、借入条件と同社の SPTs に対するパフォーマンスは連動しており、SPTs 達成の

動機付けとなっている。 

評価対象の「レポーティング」は以下の観点から、サステナビリティ・リンク・ローン原則等に整

合している。 

同社は SPTs の達成状況を第四北越銀行に対し、年に１回報告することとなっている。SPTs

の報告期限までに独立した第三者である第四北越リサーチ＆コンサルティングによる検証を受

けた上で、SPTs の達成状況が確認できる資料を書面にて第四北越銀行に提出することとなっ

ている。第四北越銀行は、これによりSPTsの達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

評価対象の「検証」は以下の観点から、サステナビリティ・リンク・ローン原則等に整合している。 

SPTｓの達成状況について、同社は年に１回、第四北越リサーチ＆コンサルティングによる検証

を受け、その結果を第四北越銀行に書面で報告することとなっている。 

第四北越銀行は報告書面の内容から SPTｓ達成の判定について評価し、達成した際には金

利を引き下げる。 

以上 

6. 検証 

４．ローンの特性 

5.レポーティング 
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社名  第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社 

代表者  代表取締役 柴山圭一 

所在地  〒950-0087 

新潟市中央区東大通2丁目1番18号 だいし海上ビル 

業務内容 経営コンサルティング事業、経済調査・研究事業、人財育成支援事業 

電話  025-256-8110 

FAX  025-256-8102 

第四北越リサーチ＆コンサルティング 会社概要 
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1. 第四北越リサーチ＆コンサルティングの第三者意見について 

本文書については貸付人が、借入人に対して実施する SDGs リンク・ファイナンスについて、ローン・マ

ーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)、ローン・

シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション(LSTA)「サステナビリティ・リンク・ローン原則」、環境

省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」への整合性、準拠性、設定する目標

の合理性に対する第三者意見を述べたものです。 

その内容は現時点で入手可能な公開情報、借入人から提供された情報や借入人へのインタビューなど

で収集した情報に基づいて、現時点での状況を評価したものであり、当該情報の正確性、実現可能性、将

来における状況への評価を保証するものではありません。 

第四北越リサーチ＆コンサルティングは当文書のあらゆる使用から生じる直接的、間接的損失や派生

的損害については、一切責任は負いません。 

2. 第四北越銀行との関係、独立性 

第四北越リサーチ＆コンサルティングは第四北越フィナンシャルグループに属しており、第四北越銀行

および第四北越フィナンシャルグループとの間および第四北越フィナンシャルグループのお客さま相互の

間における利益相反のおそれのある取引等に関して、法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されるこ

とのないように、適切に業務を遂行いたします。 

また、本文書にかかる調査、分析、コンサルティング業務は第四北越銀行とは独立して行われるもので

あり、第四北越銀行からの融資に関する助言を構成するものでも、資金調達を保証するものでもありませ

ん。 

3. 第四北越リサーチ＆コンサルティングの第三者性 

借入人と第四北越リサーチ＆コンサルティングとの間に利益相反が生じるような、資本関係、人的関係

などの特別な利害関係はございません。 

4. 本文書の著作権 

本文書に関する一切の権利は第四北越リサーチ＆コンサルティングが保有しています。本文書の全部

または一部を自己使用の目的を超えて、複製、改変、翻案、頒布等をすることは禁止されています。 

留意事項 


